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議事日程 

         諸般の報告 

      第１ 会議録署名議員の指名 

      第２ 会期の決定 

      第３ 議第５１号から議第７４号まで一括上程 

         （専決処分につき承認を求めることについて（令和７年度野洲市一般

会計補正予算（第３号）） 他２３件） 

          提案理由説明 

      第４ 決算特別委員会の設置及び委員の選任 

市長提出議案 

     議第５１号 専決処分につき承認を求めることについて（令和７年度野洲市一

般会計補正予算（第３号）） 

     議第５２号 令和６年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議第５３号 令和６年度野洲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

     議第５４号 令和６年度野洲市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

     議第５５号 令和６年度野洲市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議第５６号 令和６年度野洲市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議第５７号 令和６年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

     議第５８号 令和６年度野洲市工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

     議第５９号 令和６年度野洲市水道事業会計決算の認定について 

     議第６０号 令和６年度野洲市下水道事業会計決算の認定について 

     議第６１号 令和６年度野洲市病院事業会計決算の認定について 

     議第６２号 令和７年度野洲市一般会計補正予算（第４号） 

     議第６３号 令和７年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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     議第６４号 令和７年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     議第６５号 令和７年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

     議第６６号 令和７年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号） 

     議第６７号 令和７年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号） 

     議第６８号 野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例 

     議第６９号 野洲市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 

     議第７０号 野洲市こどもの家条例の一部を改正する条例 

     議第７１号 和解について 

     議第７２号 令和６年度野洲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

     議第７３号 令和６年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て 

     議第７４号 令和６年度野洲市病院事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（山本 剛） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから令和７年第４回野洲市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 諸般の報告に入る前に、本日、報道関係者に対し、録画、録音、写真撮影等を許可します

ので、申し伝えておきます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

 出席議員は１６人であります。欠席議員１人、欠席議員は稲垣誠亮議員であります。 

 本日の議事日程は、既に送付いたしました議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職、氏名は、タブレットに掲載の

文書のとおりであります。 

 次に、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、第３４期野洲市湖岸開発株式

会社事業報告書及び財務諸表並びに第３５期野洲市湖岸開発株式会社事業計画書及び財務

諸表が、また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、
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健全化判断比率及び資金不足比率の報告が、それぞれ市長から提出され、タブレットに掲

載しておきましたので、ご確認願います。 

 （日程第１） 

○議長（山本 剛） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、第１４番、鈴木市朗議員、第１

５番、山﨑有子議員を指名いたします。 

 （日程第２） 

○議長（山本 剛） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２５日までの３１日間にいたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 剛） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２５日までの

３１日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、タブレットに掲載の会期日程のとおりであり

ます。 

 （日程第３） 

○議長（山本 剛） 日程第３、議第５１号から議第７４号まで「専決処分につき承認を

求めることについて（令和７年度野洲市一般会計補正予算（第３号））」他２３件を一括議

題といたします。 

 事務局長が議案を朗読いたします。 

○議会事務局長（䭜 昭典） 朗読いたします。 

 議第５１号「専決処分につき承認を求めることについて（令和７年度野洲市一般会計補

正予算（第３号））」、議第５２号「令和６年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について」

他決算認定９件、議第６２号「令和７年度野洲市一般会計補正予算（第４号）」他補正予算

５件、議第６８号「野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」

他条例改正２件、議第７１号「和解について」他その他の案件３件。 

 以上でございます。 

○議長（山本 剛） 議案の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求めます。 

 市長。 
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○市長（櫻本直樹） 本日ここに、令和７年第４回野洲市議会定例会を招集いたしました

ところ、議員の皆様には多数出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 本定例会におきましては、議案としまして、令和７年度補正予算の専決処分１件、令和

６年度決算の認定１０件、令和７年度補正予算６件、条例の改正３件、その他４件の合計

２４件を提案いたしますので、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 議第５１号「専決処分につき承認を求めることについて」ご説明申し上げます。 

 令和７年度野洲市一般会計補正予算（第３号）については、歳入歳出総額にそれぞれ５，

５９５万４，０００円を追加しました。 

 補正の内容は、総務費の定額減税補足給付金給付事業費において、当初対象者として見

込んでいた定額減税補足給付金の給付対象者が４，０００件から６，５００件に増加した

ことから、コールセンター業務及び審査事務の委託や扶助費等を５，５９５万４，０００

円追加したものです。これらに係る歳入として地方創生臨時交付金を増額しています。 

 まず、議第５２号から議第６１号までの令和６年度各会計決算の認定について、ご説明

申し上げます。 

 議第５２号、野洲市一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入決算額は２７２億９，

７０２万３，５１０円、歳出決算額は２６５億８，５４５万４，４９２円で、歳入歳出差引

額は７億１，１５６万９，０１８円となり、翌年度へ繰り越すべき財源の８，６７４万６，

０００円を控除した実質収支額は６億２，４８２万３，０１８円となりました。 

 令和６年度の一般会計決算の特徴を申し上げますと、歳入では、令和５年度にあった繰

入金の財政調整基金の取り崩しやまちづくり基金の繰入れの見直しがあったことにより、

全体として大幅な歳入減となっています。 

 市税については、定額減税により個人市民税が減収となったものの、固定資産税は土地

価格の上昇や事業者の設備投資が堅調であったことや法人税において大手企業は横ばいと

なりましたが、その他の法人で増収となり、市税全体で増収となりました。 

 普通交付税は大幅に増加となりました。 

 また、寄附金については昨年度より減少となったものの、１４億円を超えるまちづくり

寄附金をいただきました。 

 歳出では、前年度に引き続き、地方創生臨時交付金活用事業により、低所得世帯への給

付金や、子育て世帯の経済的支援などにポイントを置いた事業に取り組むとともに、拡充

された福祉医療の扶助制度など、きめ細やかな施策を積極的に推進しました。 
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 ハード面においては、「コミュニティセンターきたの」の大規模改修工事や、ＪＲ甲賀踏

切の安全対策、中主小学校の大規模改修工事と図書館空調工事の完了や学校給食センター

改修工事への着手などを執行したところです。 

 その結果、歳出の決算総額としては、前年度比で約１８億円の大幅な減額となりました。 

 次に、議第５３号、野洲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳

入決算額は４５億３，７１３万４，２５３円、歳出決算額は４５億１，６０８万３０５円

で、歳入歳出差引額は２，１０５万３，９４８円となりました。 

 なお、歳出は保険給付費の減により、決算総額として前年度比で約２億２，５８９万円

の減額になりました。 

 次に、議第５４号、野洲市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入

決算額は８億５，３１０万９，４７７円、歳出決算額は８億２，９３０万４，７２７円で、

歳入歳出差引額は２，３８０万４，７５０円となりました。 

 なお、決算剰余金のうち２，３１７万２，０００円につきましては、令和７年度に繰り

越して滋賀県後期高齢者医療広域連合へ納付すべき保険料相当額となっています。 

 続きまして、議第５５号、野洲市介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきましては、

歳入決算額は４７億１，３３７万１９４円、歳出決算額は４５億７，９４１万７，３００

円で、歳入歳出差引額は１億３，３９５万２，８９４円となりました。 

 なお、決算剰余金のうち６，０３８万６，５６６円につきましては、国庫支出金負担金

等の精算及び一般会計への繰出しによる返還予定額となっています。 

 次に、議第５６号、野洲市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入決

算額は８，３７８万７，３９２円、歳出決算額は８，１５９万７，５３３円で、歳入歳出差

引額は２１８万９，８５９円となりました。 

 続きまして、議第５７号、野洲市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算につきま

しては、歳入決算額は３，４９４万４，９６４円、歳出決算額は３，４８８万８，３００円

で、歳入歳出差引額は５万６，６６４円となりました。 

 次に、議第５８号、野洲市工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決算につきましては、

歳入決算額は１億５０９万３，２２８円、歳出決算額は１億５０９万１，０４８円で、歳

入歳出差引額は２，１８０円となりました。 

 次に、議第５９号、野洲市水道事業会計決算につきましては、まず、収益的収入及び支

出ですが、収入決算額が１０億３，４８７万３，４０８円に対し、支出決算額が１０億３，
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６３９万２，４９１円で、収支差引額は１５１万９，０８３円の赤字決算となりました。 

 独立採算制の趣旨に沿った運営合理化に努めていますが、物価上昇や給水収益の減少な

どの影響が大きく、赤字に転じています。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が４億３，０４２万７，１９８

円に対し、支出決算額が７億５，２２６万８，７８２円で、不足額の３億２，１８４万１，

５８４円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び建

設改良積立金で補てんをしたものです。 

 次に、議第６０号、野洲市下水道事業会計決算につきましては、まず、収益的収入及び

支出ですが、収入決算額が１７億３６６万４，７７６円に対し、支出決算額が１５億２，

８１４万４，２８１円で、収支差引額は１億７，５５２万４９５円の黒字決算となりまし

た。 

 水道事業と同様、独立採算制の趣旨に沿った運営合理化に努め、将来の更新需要に備え

た堅実な経営によるものとみています。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が２億１，７６６万４，８６７

円に対し、支出決算額が７億９，１５５万５３９円で、不足額の５億７，３８８万５，６７

２円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分

損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんをしたものであります。 

 次に、議第６１号、野洲市病院事業会計決算につきましては、まず、収益的収入及び支

出ですが、収入決算額が３０億５，８０８万６，７２３円に対し、支出決算額が３７億２，

１１８万２，０６４円で、収支差引額は６億６，３０９万５，３４１円の赤字決算となり

ました。 

 主な要因としましては、新型コロナウイルス感染症関連補助金の廃止に伴う医業外収益

の減、新病院を見据えた人員体制の整備に伴う給与費の増及び全国的な物価高騰に伴う経

費の増等によるものです。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が９億５，３５２万３１７円に

対し、支出決算額が１３億９，８６６万９，３８８円で、不足額の４億４，５１４万９，０

７１円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金、減債積立金及び

建設改良積立金で補てんをしたものであります。 

 次に、議第６２号から議第６７号までの令和７年度一般会計補正予算、特別会計補正予

算について、ご説明申し上げます。 
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 まず、議第６２号「令和７年度野洲市一般会計補正予算（第４号）」につきましては、歳

入歳出予算それぞれに８億８，２０４万６，０００円を増額するものです。 

 歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 

 総務費では、基金積立費について、令和６年度一般会計決算剰余金を地方財政法第７条

第１項の規定に基づき２分の１以上、財政調整基金に積み立てるため、３億２，０００万

円を増額し、普通交付税の増額分等を公共施設等整備基金に積み立てるため、１億９，５

０１万７，０００円を増額し、税務管理費では固定資産税の償却資産の修正申告に伴い、

５，６３４万６，０００円を増額します。 

 民生費では、子育て世帯経済的支援商品券交付事業費として、地方創生臨時交付金を活

用し、事業委託料等４，７８９万１，０００円を計上します。 

 衛生費では、水道事業会計負担金等の水道管路耐震化事業として、充当率１００％の交

付税措置５０％対象となる、上水道出資債が有利であると判断したため、９，３２０万円

を計上します。 

 労働費では、シルバー人材センターの会議室の雨漏れの対応として、修繕料１９２万７，

０００円を計上します。 

 農林水産業費では、地方創生臨時交付金を活用し、農業振興対策事業費として、農業用

燃油等高騰対策緊急支援事業費補助金等１，４６７万円を計上し、漁港管理費について、

水産業燃油高騰対策緊急支援事業費補助金等１５万１，０００円を計上します。 

 商工費では、商工会補助事業費について、地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー価

格高騰対策事業者補助金３，０００万円を計上します。 

 土木費では、道路維持工事費として、市道䭜町五之里線アンダーパス非常用発電機更新

工事の設計の結果、電気機器の設置調整等に追加工事が必要となったため、工事請負費９

００万円を増額します。 

 消防費では、消防団活動費として、消防団車両のＮＨＫ受信料２万７，０００円を計上

します。 

 教育費では、海洋センター管理運営費について、中主Ｂ＆Ｇ海洋センタープールを解体

するため、設計委託料５４４万８，０００円を計上します。 

 公債費では、長期債利子について、利率見直しによる金利の上昇により、市債利子８０

６万４，０００円を増額します。 

 次に、歳入の主なものについてご説明申し上げます。 
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 地方特例交付金において、減収補塡特例交付金の決定により、１０８万円を増額します。 

 地方交付税については、普通交付税の算定結果に基づいて、２億５，６５０万２，００

０円を増額します。 

 国庫支出金については、地方創生臨時交付金として、８，６９７万２，０００円を増額

します。 

 繰入金については、令和６年度の特別会計への繰り出し金額の確定により、精算額とし

て、国民健康保険事業特別会計から２８６万円、後期高齢者医療保険事業特別会計から６

３万２，０００円、介護保険事業特別会計から３，１６０万２，０００円などの繰入れを

追加します。 

 市債については、水道管路耐震化事業として、上水道出資債の発行額について、９，３

２０万円を計上します。 

 繰越金では、今回の補正に係る収支調整額として、３億４，２８８万４，０００円を増

額します。 

 債務負担行為では、おうみ自治体クラウド図書館システム再構築事業について、４，２

７０万円を限度額として設定するものであります。 

 次に、議第６３号「令和７年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」に

つきましては、歳入歳出予算それぞれに５，０１２万２，０００円を追加します。 

 補正の主な内容としましては、歳入では、令和６年度の決算剰余金のうち１，３４１万

３，０００円を収支調整額として追加する他、諸収入について令和６年度滋賀県国民健康

保険保険給付費等交付金の精算に伴う国保連合会からの返還金、２，８１４万８，０００

円を追加するものです。 

 歳出では、子ども・子育て支援金制度導入に伴う保険税のシステム改修費８１４万円を

追加する他、令和６年度国民健康保険事業特別会計の決算剰余金を国民健康保険事業財政

調整基金に積み立てるため８００万円を追加し、令和６年度の滋賀県国民健康保険保険給

付費等交付金精算に伴う普通交付金返還金など３，０７０万１，０００円を追加するもの

です。 

 次に、議第６４号「令和７年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」につ

きましては、歳入歳出予算それぞれに２，９９９万４，０００円を追加します。 

 主な補正の内容としましては、歳入では、令和６年度の決算剰余金の確定に伴い、繰越

金として２，３８０万４，０００円を増額します。 
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 歳出では、子ども・子育て支援金制度導入に伴う保険料システム改修費５３１万３，０

００円を追加し、令和６年度の出納整理期間中に収入いたしました保険料について、後期

高齢者医療広域連合納付金で令和７年度に納付するための負担金を２，３１７万２，００

０円追加するものです。 

 次に、議第６５号「令和７年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」につき

ましては、歳入歳出予算それぞれに１億２，９７２万３，０００円を追加します。 

 主な内容としましては、歳入では、令和６年度の地域支援事業費の確定に伴い、社会保

険診療報酬支払基金交付金において追加交付見込額として、６４万１，０００円を増額す

る他、繰越金において、令和６年度決算剰余金１億２，８９５万２，０００円を増額する

ものです。 

 歳出では、令和６年度の介護給付費・地域支援事業費の確定に伴い、国、県及び社会保

険診療報酬支払基金に対し超過交付分を返還するため、諸支出金において返還金２，８０

７万７，０００円を、一般会計への繰出金を３，２４０万１，０００円増額するものです。 

 また、基金積立金においては、繰越金を介護給付費準備基金積立金へ積み立てるため、

６，９２４万５，０００円を増額するものです。 

 次に、議第６６号「令和７年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号）」につき

ましては、歳入歳出予算それぞれに２１８万８，０００円を追加します。 

 主な補正の内容としましては、令和６年度の決算剰余金の確定に伴い、繰越金として２

１８万８，０００円を増額し、歳出として、その同額を墓地公園整備管理基金積立金とし

て増額するものです。 

 次に、議第６７号「令和７年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号）」につきましては、

予算第４条の資本的収入の財源を更正するものであります。 

 補正の内容としましては、本年度より創設された配水管耐震化事業に係る一般会計出資

金を増額し、企業債を減額するものであります。 

 議第６８号「野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」につ

きまして、ご説明申し上げます。 

 本議案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が

改正され、また、国家公務員において仕事と育児、介護の両立支援の拡充が行われること

を受け、本市職員においてもより柔軟な働き方を可能とするよう、時間外勤務の免除の対

象となる子の範囲の拡大など所要の改正を行うものです。 
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 なお、本条例は令和７年１０月１日から施行します。 

 議第６９号「野洲市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」についてご

説明申し上げます。 

 本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正を受け、「野洲市職員の育児

休業等に関する条例の一部改正」にあっては、部分休業の取得方法の多様化及び拡大につ

いて、「野洲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正」及び「野洲市病院

事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正」にあっては、給与の減額適用に

係る勤務時間の表記を部分休業の拡大等に合わせたものにすることについて、所要の改正

を行うものです。 

 なお、本条例は令和７年１０月１日から施行します。 

 議第７０号「野洲市こどもの家条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げま

す。 

 本議案は、児童福祉法で規定されている放課後健全育成事業として設置している野洲市

こどもの家について、その名称及び位置を支援単位（クラス）ごとに定めていたものを、

施設ごとに定めることとするよう改正を行うものです。 

 この改正に伴い、支援単位（クラス）ごとの規定については、規則で定めることに変更

します。 

 なお、本条例は公布の日から施行します。 

 議第７１号、令和３年（ワ）第５０４号建物収去土地明渡し等請求事件に係る和解につ

いて、ご説明申し上げます。 

 令和３年第３回定例会議第８８号において、訴えの提起について可決を得た妙光寺地先

の砂川廃川敷地跡不法占有に係る建物収去土地明渡し請求に関し、令和３年１１月から係

争中でした。 

 令和７年６月１３日、大津地方裁判所から当該請求事件について、和解勧告が示されま

した。主な和解条項（案）として、本件土地については野洲市が所有していること、被告は

本件土地を権原なく占有していること、被告は令和８年１２月３１日限り、本件建物を収

去して土地を明け渡すこと、被告である居住者等は令和８年１１月３０日限り、本件建物

から退去して本件土地を明け渡すこと、市はその余の請求を放棄すること、市と被告らは

本和解条項に定めるものの他、債権債務がないことを相互に確認すること、訴訟費用は各

自の負担とすることです。 
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 市としては、本和解勧告に従うものとして地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より、和解しようとするために議案を提案するものであります。 

 議第７２号「令和６年度野洲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」ご説明

申し上げます。 

 本議案につきましては、令和６年度野洲市水道事業会計未処分利益剰余金１億４，６７

２万３，２４９円のうち、建設改良費に使用した２，１３４万６，８９９円を資本金に組

み入れることについて、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき議会の議決を求め

るものです。 

 議第７３号「令和６年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」ご説

明申し上げます。 

 本議案につきましては、令和６年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金４億４，７

６６万２，６２９円のうち、企業債償還のため使用した２億円を資本金に組み入れること

について、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき議決を求めるものです。 

 議第７４号「令和６年度野洲市病院事業会計未処分利益剰余金の処分について」ご説明

申し上げます。 

 本議案は、令和６年度野洲市病院事業会計未処分利益剰余金１億６，５０４万２，３７

９円に、一般会計等への資産の所管換により生じた特別損失分に対応するため、建設改良

積立金から１億３，８８５万２，０００円を繰り入れるとともに、企業債償還のために使

用した１億５，６６７万２，３６９円及び建設改良のために使用した９，０７９万１，３

２５円の計２億４，７４６万３，６９４円を資本金に組み入れることについて、地方公営

企業法第３２条第２項の規定に基づき議決を求めるものです。 

○議長（山本 剛） 次に、議第５２号から議第６１号までの決算認定について、代表監

査委員の野﨑和弘氏より、審査結果の報告を求めます。 

 野﨑代表監査委員。 

○代表監査委員（野﨑和弘） 議員の皆様、おはようございます。代表監査委員の野﨑で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、令和６年度野洲市一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算審査の概

要につきまして、ご報告いたします。 

 地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定に基づき、審査に付されまし

た令和６年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況について、その内
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容を詳細に審査しましたところ、決算書及び附属書類並びに基金運用状況報告書等は、関

係法令に準拠して作成されており、その計数は正確であり、いずれも予算に基づき適正に

執行されているものと認めました。 

 一般会計では、市税においては前年度と比べ定額減税の影響を受けて個人市民税は減収

でありましたが、法人市民税、固定資産税が増収であったため、市税全体で約２，５００

万円の微増となりました。普通交付税の増加もあり財政調整基金の取り崩しもなく、黒字

決算となっており、健全な財政運営であったといえます。 

 一方で、近年の社会保障関係費の増加、物価高騰、トランプリスクや世界各地での紛争

等による世界情勢の先行き不安など、財政を取り巻く環境は厳しさを増すことが予想され

ます。一層の持続可能な行政運営が必要であり、改善のための不断の見直しが求められま

す。 

 また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率では、９０．５％と前年度の９４．９％か

ら４．４ポイント減少したものの、８０％を超えると財政構造の弾力性を失いつつあると

されており、引き続き財政運営の硬直化や将来の財政負担に留意すべきものと考えられ、

行財政改革の取り組みを継続的に進める必要があります。 

 こうしたことから行財政運営に当たっては、積極的なＤＸ（デジタルトランスフォーメ

ーション）・ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）の推進、地域固有の資源を最大限

活用した地域経済の活性化や行政サービスの維持・向上、子ども・子育て施策の強化など

に積極的に取り組めるよう、市税の確実な収納はもとより、ふるさと納税における返礼品

の拡大、文化・観光資源の活用など様々な形で新たな収入拡大による自主財源の安定的確

保に注力いただくとともに、事業の選択と重点化を進め、めり張りのある財政構造への転

換や公共施設等マネジメントの推進を図り、行政サービスを安定的に確保し、人々の当た

り前の暮らしを支えていくとともに、希望に満ちた活力ある未来の実現に努力されること

を期待します。 

 次に、地方公営企業法の規定に基づき、審査に付されました水道事業会計、下水道事業

会計及び病院事業会計の決算並びに附属書類の内容を審査しました結果につきましては、

ともに関係法令に準拠して作成されており、当年度の経営成績及び財政状況を適正に表示

しているものと認めました。 

 水道事業会計では、収益を上げるために特に有収率の向上を図ることが重要なことから、

今後も漏水調査と対策を講じながら、計画的に老朽管の更新事業を進めることが必要であ
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ります。また、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益の減少、修理費の増加等に

よる費用の増加により９７．１７％となり、健全経営の水準とされる１００％を下回った

ことから、長期的に安定した財政収支の均衡を図る対策が必要となってきていると考えま

す。常に企業としての経済性を認識し、さらなる経費の節減の均衡と収益の確保に努め、

効率的な事業運営を推進し、市民に安心・安全・安定した水の供給に努められることを期

待します。 

 下水道事業会計においては、不明水対策に積極的に取り組むとともに、費用面で管渠の

長寿命化事業整備に多額の経費が見込まれる上、企業債の多額の償還が残っていることか

ら、今後とも経費の節減と収益の確保に努め、効率的な事業運営を推進し、徹底した経営

基盤の強化に努められることを期待します。 

 病院事業会計においては、経営面では、新型コロナウイルス感染症が令和５年５月に５

類移行後、通常の医療提供体制にシフトさせていく対応の過渡期の中、経営合理化に努め

られましたが、国庫補助金の減少や職員給与費の増加、全国的な物価高騰の影響等から、

病院事業収益から病院事業費用を差し引いた損益は、約６億７，０００万円の純損失とな

りました。新病院への円滑な業務移行のために事業収益の改善が急務であります。今後も

医療環境や医療需要は目まぐるしく変化していくことが予想されますが、これらの変化に

柔軟に対応できるよう、弾力的で効率的な経営を進められることを期待します。 

 新病院建設は本市の最重要課題であります。今後も丁寧な情報発信のもと、圏域内の医

療機関や地域の医療機関などと連携、役割分担しながら、市民が必要とする医療を切れ目

なく提供できるような新病院の早期開院に向けた取り組みを進められることを願うもので

あります。 

 最後に、８月５日に実施いたしました令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金

不足比率の審査結果について報告します。 

 結論から申し上げますと、いずれも早期健全化基準、経営健全化基準を満たしており、

特に指摘すべき事項はありませんでした。 

 健全化判断比率では、実質赤字比率及び連結実質赤字比率において、全会計とも収支は

実質黒字となっており、比率としては表れませんでした。 

 実質公債費比率は７．１％で、昨年度の７．６％より０．５ポイント低下し、早期健全化

基準の２５％を下回っており、可としました。 

 将来負担比率は２９．１％で、昨年度の３３．８％から４．７ポイント低下し、早期健全
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化基準の３５０％を下回っており、可としました。 

 また、資金不足比率につきましては、水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計及

び工業団地等整備事業特別会計とも資金不足は発生しておらず、可としました。 

 なお、詳細につきましては、お手元の「令和６年度野洲市一般会計・各特別会計及び基

金運用状況並びに公営企業会計決算審査意見書並びに健全化判断比率及び資金不足比率審

査意見書」に記載をしておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 以上、令和６年度野洲市一般会計・各特別会計及び基金運用状況並びに公営企業会計決

算、並びに健全化判断比率及び資金不足比率の審査結果の意見とさせていただきます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

 （日程第４） 

○議長（山本 剛） 日程第４、決算特別委員会の設置及び委員の選任を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 議第５２号から議第６１号までの議案の審査等を行うため、委員会条例第６条の規定に

より、１５人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置いたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 剛） ご異議なしと認めます。よって、議第５２号から議第６１号までの

議案の審査等を行うため、１５人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置すること

に決しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、議会選出監査委員及び本職を除く１５人の議員を指名いたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 剛） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました議会選

出監査委員及び本職を除く１５人の議員を決算特別委員会の委員に選任することに決しま

した。 

 なお、本会議散会後、委員長の互選を行っていただくため、決算特別委員会を招集いた
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しますので、第１委員会室にご参集願います。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明８月２７日から９月２日までの７日間は、議案調査のため休会といたしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 剛） ご異議なしと認めます。明８月２７日から９月２日までの７日間は、

休会することに決定いたしました。 

 なお、念のため申し上げます。来る９月３日は午前９時から本会議を再開し、議案質疑、

一般質問等を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。（午前９時４３分 散会） 
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